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適格消費者団体の認定申請時に提出する書類一覧 

 
 

提出書類 

（「法」は消費者契約法（平成 12 年法律第 61号）、「施行規則」は同法施行規則） 
備考 

○申請書（法第 14条第 1項）  

○定款（法第 14条第 2項第 1号） 縦覧対象 

○不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期

間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類（法第 14 条第

2 項第 2号） 

縦覧対象 

○差止請求関係業務に関する業務計画書（法第 14条第 2項第 3号） 縦覧対象 

○差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されている

ことを証する書類（法第 14条第 2項第 4号） 
縦覧対象 

○業務規程（法第 14 条第 2項第 5号） 縦覧対象 

○役員、職員及び専門委員に関する書類（法第 14条第 2項第 6号）  

・氏名、役職及び職業を記載した書類（法第14条第2項第6号イ） 縦覧対象 

・住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類（法第 14

条第 2項第 6号ロ）   

○法第 13 条第 3 項第 1 号の法人の社員について、その数及び個人又

は法人その他の団体の別（社員が法人その他の団体である場合にあっ

ては，その構成員の数を含む。）を記載した書類（法第 14 条第 2 項第 7

号）  

縦覧対象 

○最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、活動計算書等その

他の経理的基礎を有することを証する書類（法第 14 条第 2項第 8 号）  
縦覧対象 

〇法第 13 条第 5 項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

（法第 14条第 2項第 9号） 
 

○差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び

概要を記載した書類（法第 14 条第 2項第 10 号） 
縦覧対象 
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○申請者の登記事項証明書（法第 14 条第 2項第 11 号及び施行規則第 8条第

3 項第 1号） 
添付不要 

○差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織に

おいて当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動

をしていることを示す活動に係る議事録（法第 14条第 2項第 11号及び施

行規則第 8条第 3項第 2号） 

 

○役員及び専門委員の住所又は居所に関する書類であって、申請の日

前 6 月以内に作成されたもの（法第 14 条第 2 項第 11 号及び施行規則第 8

条第 3項第 3号） 

 

〇理事の構成が法第 13 条第 3 項第 4 号ロ(1)又は(2)のいずれかに該

当するものでないことを説明した書類（法第 14 条第 2項第 11 号及び施行

規則第 8条第 3項第 4号） 

 

○専門委員が施行規則第4条及び第5条に定める要件に適合すること

を証する書類（法第 14条第 2項第 11号及び施行規則第 8条第 3項第 5号） 
 

 
注 1 申請者の登記事項証明書は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

14 年法律第 151 号）第 11 条の規定により、添付することを要しません。 

2 縦覧に供される書類の記載について、個人情報や法人の競争上の地位等の保護の観点か

らそのまま縦覧すると問題がある記載（未公表の申入れ事案など）を含む場合については、

問題がある部分を黒塗りしたものを別途作成し、提出をお願いします。 

3 法第 14 条第 2項第 2号の書類については、不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図る

ための活動（消費生活相談やいわゆる 110 番活動、消費生活に関する情報の分析及び評価、

消費者啓発のための教材等の開発又は作成、消費者被害の救済結果に関する事例集又は出

版物の作成、研修会・講演会・シンポジウム又はセミナー、事業者に対する改善の申入れ、

事業者の不当な行為に対する行政措置の発動の申入れ、消費生活に関する意見の表明又は

政策提言等）の概要を記載した書類とともに、それらの書類の記載内容が真実であること

を証する書類を提出いただくことになります（適格消費者団体の認定、監督等に関するガ

イドライン 2(2)ウ）。 

 


